
ODAWARAコンサートバンク 
～ 市民のためのコンサートコンシェルジュ ～ 

小田原では、多くの演奏家が様々な分野で活躍されています。一方、学

校・幼稚園・福祉団体などから、「コンサートやイベントで演奏してくれ

る人を紹介してほしい」という声が数多く寄せられます。 

そこで、小田原市では、演奏家と市民の皆さんを結びつけ、より多くの

方々に音楽文化に触れていただくために、市民の皆さんからのご要望と演

奏家をコーディネートする「ODAWARAコンサートバンク」を実施して

います。 

※近郊にお住まいの方で、ODAWARAコンサートバンクのご利用を希望される場合は、ご相談ください。 

問い合せ：小田原市文化政策課 ０４６５-３３-１７０６ （平日午前８時半～午後5時） 

R6更新 

 ▲詳しくはこちらから 



※依頼者からの申込に応じて、登録者の中から演奏家を紹介するシステムのため、ご希望に沿えない可能性があります。  

◆登録者情報（演奏家の一覧）は、随時更新しています。利用申込書、登録申請書の様式及び、最新の情報は、 

小田原市ホームページ【http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/lifelong/culture/event/ 

con_bank.html】からダウンロードしていただくか、文化政策課へ直接お問い合わせください。 

 

 

【お問い合わせ先】小田原市文化政策課 

 電話：0465-33-170６、FAX：0465-33-1526、Mail：cultural-policy@city.odawara.kanagawa.jp  

 詳しくはこちらから▶ 

演奏家のコーディネート 
 

依頼者のご希望に沿って演奏家本人に相談のうえ、市からご紹介します。 

市民の皆さん（依頼者） 演奏家の皆さん 

ＯＤＡＷＡＲＡ 

コンサートバンク 

演奏に向けてのご相談 
 

依頼者と演奏家との間で、演奏曲・謝礼・用意するもの等の詳細を相談します。 

報告書の提出 
 

演奏者、依頼者の双方から、開催結果の報告書を市に提出していただきます。 

♪～♪～♪ コンサート・イベントの開催 ♪～♪～♪ 

 
市に申込書を提出します。 

できるだけ、事前に来庁又は

電話によりご相談ください。 

【申込条件】 

(1) 営利を目的としないこと 

(2) 小規模の演奏会 

に限ります。 

【登録条件】 

次の条件を全て満たすもの。 

プロ・アマチュアは問いません。 

(1) 主に小田原市内で活動する個人 

又は団体（市民でなくても可） 

(2)  

公演等に対応できる演奏技術や 

表現能力を備えていること 

(3)  

 
市に申請書を提出します。 

 

♪ ＯＤＡＷＡＲＡコンサートバンク利用案内 ♪ 
《例えばこんなとき…》 

※申込書はホームページからダウンロード可 

※申込書はホームページからダウンロード可 

※近郊にお住まいの方で、ご利用を希望される場合は、 

 ご相談ください。 


